
- 1 -

第８回沖縄県アンダー40 設計競技 
ティーダフラッグス 2019 応募要項 

 

１．一般事項                          
（１） 目的 

 沖縄県では、県内の若手建築士の育成及び建築技術の向上と発展を図ることを目的

として、平成 23 年度より 40 歳以下の建築士（志望者を含む）を対象とした設計競技

を行っています。 

 第８回目となる今回の設計競技では、施設の利用形態や建設予定箇所等を提示し、

若手らしい自由な提案を求めることとしています。 

 

（２）概要 

 中城公園は、那覇市から北へ約 16km 離れた沖縄本島の中部に位置し、中城村及び

北中城村にまたがり、良好な歴史的、文化的環境を保持しているとともに、東シナ海

を望む本県でも有数の景勝地となっています。 
また、本公園の中心をなす中城城跡は、去る大戦の戦火をまぬがれた貴重な文化遺

産で、昭和 47 年に国の史跡に指定され、平成 12 年には「琉球王国のグスク及び関連

遺産群」のひとつとして世界遺産に登録されています。 
今回設計協議の対象エリアである自然共生エリアは、供用している大半を占めてお

り、キャンプ場、幼児遊具広場、健康遊具広場、中央遊具広場、大芝生広場、南遊具

広場（トランポリン遊具）、駐車場からなり、来園者の多くが利用しています。 
しかしながら、特に利用者数の多いトランポリン遊具から既存トイレまで距離があ

ることから、南遊具広場内へのトイレ設置が求められています。 
親子共々が利用でき、身障者にも配慮したこの地に相応しいトイレの整備をご提案

ください。 
 

（３）対象建物 

  中城公園自然共生エリア南遊具広場トイレ 
 

（４）設計競技の主催者等 

 ア 主 催：沖縄県土木建築部 施設建築課・都市公園課 

 イ 後 援：一般社団法人沖縄県建築士事務所協会 

       公益社団法人沖縄県建築士会 

       一般社団法人沖縄県設備設計事務所協会 

       公益社団法人日本建築家協会沖縄支部 
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（５） 日程 

         区  分  

応募要項・申込様式等配布 令和元年10月３日(木）～ 

質疑受付期間 令和元年10月３日(木）～令和元年10月16日（水） 

質疑に対する回答 

 

回答は沖縄県アンダー40設計競技ティーダフラッグス 
2019ホームページにて随時掲載します。 

応募登録申し込み受付期間 

 

令和元年10月３日(木）～令和元年10月23日（水） 

※郵送の場合は最終日必着。 

応募作品受付期間 

 

令和元年10月24日(木)～令和元年11月27日（水） 
※郵送の場合は最終日必着。 

１次審査結果発表 

 

 

令和元年12月24日（火）（予定） 

※沖縄県アンダー40設計競技ティーダフラッグス2019
ホームページで結果発表するとともに、入選者には直接

連絡します。 

最終審査及び 
結果発表 

令和２年１月15日（水）（予定） 

会場：未定  

その他のスケジュール 令和２年度中に実施設計を完了予定 
令和３年度に整備工事予定 

 
（６）応募条件 
  応募にあたっては、以下のⅠ～Ⅲいずれかの条件を満たすこと。 
 
Ⅰ 一般 

ア 応募者に関する資格 

a 応募者（連名の場合、連名者すべて）が 2019 年４月１日に満 40 才以下であるこ

と。 

  ｂ 応募者（連名の場合、連名者すべて）が次の(ｲ)、(ﾛ)いずれかの要件を満たす

こと。 

(ｲ) 沖縄県内に住所を有していること。 

(ﾛ) 沖縄県内に本籍地があること。 

  c 応募者（連名の場合、連名の代表者）は、一級建築士又は二級建築士の資格取 

得者であること。 

d  応募者（連名の場合、連名の代表者）は、イに掲げる要件を満たす法人等に所

属していること。 

イ 応募者（連名の場合、連名の代表者）が所属する法人等に関する要件 

  a 応募者が所属する法人等が、次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)全ての要件を満たすこと。 

   (ｲ) 沖縄県内に主たる営業所があること。  
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    (ﾛ)  沖縄県土木建築部における、平成 31・32 年度測量及び建設コンサルタント

等業務入札参加資格登録業者名簿に建築関係コンサルタントとして、登録

が有効であること。 
    (ﾊ) １名以上の一級建築士を有すること。 

  ｂ 応募登録申込書の提出期限最終日から特定日までの期間において、沖縄県の工

事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。 

  ｃ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものと

して、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続して

いる者でないこと。 

 

Ⅱ 建築士志望者（設計事務所に勤めている無資格者の者で、建築系学科を卒業した者） 

ア 応募者に関する資格 

a 応募者（連名の場合、連名者すべて）が 2019 年４月１日に満 40 才以下であるこ

と。 

  ｂ 応募者（連名の場合、連名者すべて）が次の(ｲ)、(ﾛ)いずれかの要件を満たす

こと。 

(ｲ) 沖縄県内に住所を有していること。 

(ﾛ) 沖縄県内に本籍地があること。 

  c 応募者（連名の場合、連名の代表者）は、建築士法第 15 条第一号の二級建築士

及び木造建築士試験の受験資格を有すること（大学（短期大学を含む）又は高等

専門学校において、指定科目を修めて卒業したもの）。 
d  応募者（連名の場合、連名の代表者）は、イに掲げる要件を満たす法人等に所

属していること。 

イ 応募者（連名の場合、連名の代表者）が所属する法人等に関する要件 

  a 応募者が所属する法人等が、次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)全ての要件を満たすこと。 

   (ｲ) 沖縄県内に主たる営業所があること。  

    (ﾛ) 沖縄県土木建築部における、平成 31・32 年度測量及び建設コンサルタント

等業務入札参加資格登録業者名簿に建築関係コンサルタントとして、登録が

有効であること。 
    (ﾊ) １名以上の一級建築士を有すること。 

  ｂ 応募登録申込書の提出期限最終日から特定日までの期間において、沖縄県の工

事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。 

      ｃ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものと

して、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続して

いる者でないこと。 
 

Ⅲ 学生 

ア 応募者に関する資格 
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a 応募者（連名の場合、連名者すべて）が 2019 年４月１日に満 40 才以下であるこ

と。 
b 応募者（連名の場合、連名者すべて）が次の(ｲ)、(ﾛ)全ての要件を満たすこと。 
(ｲ) 沖縄県内の大学及び専門学校等で、建築系の学科等に在籍していること。 
(ﾛ) 金賞の受賞者（連名の場合、連名者すべて）は、別途委託契約により受注し

た設計事務所との実施設計業務（（８）．クを参照）に参画すること。 
 
（７）応募に対する制限 

ア 応募者は、１件のみ応募することができる。なお、応募１件につき、提案は１つ

までとする。 
イ 提案書及びプレゼンテーションは、日本語で実施することとする。 

 

（８）コンペの形式等 

 ア 本設計競技の選考は、課題解決力、デザイン力、実現可能性（工事費、維持管理

費含む）等を含む総合的な視点から、「ティーダフラッグス 2019 選考委員会」（以

下、選考委員会という。）が審査を行い、金賞１点、銀賞１点、銅賞数点、学生賞

１点を決定します。 

 イ ２段階選抜方式とします。 

 ウ １次審査では匿名非公開で提案書を審査し、入選案を選抜します。 

 エ 最終審査では、プレゼンテーションと選考委員会による質疑応答によって提案の

内容を公開で審査し、即日で審査結果の公表を行います。 

 オ 各賞とも募集作品に優れた作品が無いと判断した場合は、該当作品無しとします。 

 カ 金賞の設計者又は所属事務所は、県と設計業務の委託契約を行い、審査で提案さ

れたコンセプト等を活かしながら、施設管理者等の意見を踏まえ、より魅力的な施

設整備に向けて設計業務を実施することとします。 

 キ 金賞受賞者が連名による応募者であり、かつ、それぞれの連名者が所属する法人

等が異なる場合には、県との設計業務委託契約に関し、受注形態（法人単体又は設

計共同体の結成）について、当該法人等間において協議することとします。 
 ク 金賞受賞者が学生の場合は、別途委託契約により受注した設計事務所との実施設

計業務に参画すること。この場合においても、（８）．カが適用されます。 

 ケ 設計予定者に起因する理由等により設計業務の契約を行わない場合もあります。

この場合、次点の設計者及び所属事務所と契約を行うこととします。 
   次点が学生の場合は、（８）．クに準じて、実施設計を行います。 

 

（９）賞金 

沖縄県では、若手建築士等が県外、海外の優れた建築作品を訪れる機会を支援する

ことを目的として、コンペ入賞作品を対象に賞を設けることとしました。 

  金賞  １点 旅行券 20 万円分 
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  銀賞  １点 旅行券 10 万円分 

  銅賞  数点 旅行券５万円分 
  学生賞 １点 旅行券５万円分 

   ※各賞とも相応しい作品がなければ、該当なしとする場合があります。 

 

 

２．設計条件 

（１）計画地 
  所在地：沖縄県中城公園 自然共生エリア（南遊具広場） 

〒901-2315  沖縄県北中城村字荻堂平田原 370-2 
  公園面積：約 98.8 ha（ただし、計画地内は整備提案書図示の範囲） 

  用途地域：市街化調整区域 

 

（２）規模条件等 

 ア 床面積等 

    a 延べ面積  制限なし 
b 構造、階数 制限なし 

  イ 必要な機能 
   a 利用形態 

 (ｲ) 主にトランポリン遊具利用者のためのトイレ 

 (ﾛ) 保護者等が利用する休憩スペース（日陰、ベンチ等） 

b 必要条件 
(ｲ) バリアフリーに配慮すること。 

 (ﾛ) メンテナンスの容易さに配慮すること。 

 (ﾊ) 公園の景観及びライフサイクルコストに配慮すること。  
 

（３）概算工事費 

ア 概算工事費は 22,000～30,000 千円とします。概算工事費には建築工事費、電気設

備工事費、機械設備工事費、外構工事費、工事に係る諸経費、消費税相当額を含み、

浄化槽設置、給排水・電気の敷地までの引き込み工事費にかかる経費は含まないも

のとします。 
※概算工事費を上回ることが想定される提案については、失格となる可能性があ

るので留意すること 

イ 実際の整備費が概算工事費を上回ることのないようにすること。   

※県と設計業務の契約を行った者は、工事費の積算段階で概算工事費を上回らな

いように、自らの責任をもって、業務遂行すること 

 
（４）その他  



- 6 -

ア 提出された設計案をそのまま建設するわけではありませんが、実施設計に反映で

きる計画としてください。 
イ 公園内での計画であるので、関係法令に留意すること。 

 

 

３．ティーダフラッグス 2019 選考委員会 
  選考委員 ：有限会社 伊礼智設計室（東京） 代表取締役 伊礼 智 
  選考委員 ：公益社団法人沖縄県建築士会 会長 西里 幸二 

  選考委員 ：一般社団法人沖縄県建築士事務所協会 副会長 武岡 光明 

  選考委員 ：公益社団法人日本建築家協会沖縄支部 支部長 伊良波 朝義 
  選考委員 ：一般社団法人沖縄県設備設計事務所協会 会長 安谷屋 幸助 

  選考委員 ：中城公園管理事務所 所長 比嘉 正一 

  選考委員 ：沖縄県土木建築部 建築都市統括監 島袋 登仁雄 
  ※選考委員長は委員の中から互選により決定予定 
 

 

４．手続き等 

（１）提出機関 

（委託先）公益社団法人沖縄県建築士会 〒901-2101 浦添市西原１丁目４−２６ 

TEL：098-879-7727 FAX：098-870-1710 E-mail：shikai@ryucom.ne.jp 
 
（２）担当事務局 

沖縄県土木建築部施設建築課 企画班 〒900-8570 那覇市泉崎 1-2-2 
  TEL：098-866-2416 FAX：098-867-3314 E-mail：aa066508@pref.okinawa.lg.jp 
  ティーダフラッグス 2019 ホームページ（沖縄県土木建築部施設建築課 HP 内） 

  http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shisetsu/kikaku/compe/2019compe.html 
 

（３）質疑受付 

  ア 質疑受付期限までに、質疑書（様式３）を（２）の担当事務局まで提出してくだ

さい。 

イ 提出方法：（２）の担当事務局あて FAX、メール又は持参 
※FAX 又はメールにて提出した場合、必ず電話にて到着確認（担当：企画班平良）

をおこなってください。 

  ウ 受付期間：令和元年10月３日(木)～令和元年10月16日（水）17：00まで 

  エ 回答はティーダフラッグス 2019 ホームページにて随時、掲載します。 
 
（４）応募登録 
  ア 次の①～②１部を提出して下さい。 
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   ①応募登録申込書（様式１） 
※生年月日及び住所が確認できる書類（建築士免許証、運転免許証などの写し）

を添付してください。なお、現住所が沖縄県内でない場合、本籍地が確認でき

る書類（住民票原本など）も添付してください。 
※提出方法が連名の場合は、（様式１－２）も提出してください。 

   ②応募者所属情報（様式２） 

    ※応募条件に応じて様式及び添付書類が異なりますのでご注意ください。 

Ⅰ 一般    （様式２－１） 
Ⅱ 建築士志望者（様式２－２） 
Ⅲ 学生    （様式２－３） 

  イ 提出方法：（１）の提出機関に持参又は（１）提出機関あて郵送 

  ウ 受付期間：令和元年 10 月３日(木)～令和元年 10 月 23 日（水）までの平日 

          ９:00 から 17:00 まで。ただし、郵送の場合は、配達の記録が残るもの

に限ることとし、受付期間最終日時必着とします。 
エ 受付後、応募者に電子メールにより登録完了の旨通知します。 

    ※応募申込書提出後、10 月 24 日（木）までに登録完了の通知がない場合は、（２）

の担当事務局までご連絡ください 
 

（５）提案書提出 

  ア 次の①～③それぞれ２部と④１部を（１）の提出機関へ提出して下さい。 

   ①作品提出届（様式４） 
②概算工事費内訳表（様式５） 
※提案にかかる概算工事費をご記入下さい。 

③設計図面、パースなど設計意図を表現したもの(A３用紙・片面横使い）２枚 
※設計者氏名等が推測できる記述を行わないでください。 
※県のホームページ等で使用することがあります。 

    ※pdf、jpeg データをそれぞれご用意ください。 
※データ容量が大きい場合は、ホームページ掲載用データ（２枚を１つのデータ

（pdf、jpeg のいずれか）とし、5MB 未満の容量としたもの）を別途ご用意くだ

さい。 
④①～③のデータ（CD に書き込み） 

※①、②はワードデータ（作品説明文等が転記できるように、スキャンではなく

ワードデータを添付すること）、③は pdf、jpeg データをそれぞれ提出くださ

い。 

  イ 提出方法：（１）の提出機関に持参又は（１）の提出機関あて郵送 

  ウ 受付期間：令和元年 10 月 24 日(木)～令和元年 11 月 27 日（木）までの平日 

          ９:00 から 17:00 まで。ただし、郵送の場合は、配達の記録が残るも  
 のに限ることとし、受付期間最終日時必着とします。 
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 ５．その他 

（１）本設計競技に係る登録料は無料です。ただし、応募、質疑及び提案図書提出、最終

審査等に関する費用は応募者の負担となります。 

（２）実施設計業務委託に伴う作品の著作権は、本県に帰属するものとします。 
（３）応募者が次の各号いずれかに該当したときは応募登録を取り消します。 

  ア 応募作品提出期限に遅れた者、または提案図書に不備がある者。 

  イ 応募登録申込書及び提案図書に虚偽の記載をした者。 

  ウ 応募作品に記名又は応募者が特定できるサイン等が記入され、あるいは１次審査

以前に応募作品を特定できるような行為を行ったとき。 

  エ 応募作品が第三者の著作権、意匠権などを侵害しているとき。 

  オ 本設計競技に関して、応募要項・申込様式等配布開始から最終審査のプレゼンテ

ーション以前に選考委員との接触があったとき。 

  カ 最終審査に応募者が欠席した場合。 

  キ その他、選考委員会が不適格と判断した場合。 
（４）提出物等は一切返却できません。また、提出期限後の訂正、差し替えも行えません。 

（５）提出された全作品は、一次審査結果発表後から年度末まで、４．（２）の担当事務

局窓口にて閲覧に供します。 
（６）入選案（一次審査を通過した作品）は、結果発表後、提案書等をティーダフラッグ

ス 2019 ホームページに掲載します。 
（７）最終審査でのプレゼンテーションは、発表時間７分を予定しています。 

なお、会場ではプロジェクター等の使用も可能です。 
（８）この要項に定めることのほか、本設計競技に必要な事項が生じた場合、担当事務局

と選考委員会との協議の上、応募者に通知するとともにティーダフラッグス 2019 ホ

ームページ上に掲載します。  
 
 

 

沖縄県アンダー40設計競技は、様々な関係者の皆様のご支援により８回目を迎えることが

できました。今後も若手建築士にとって、本設計競技がひとつの登竜門として根付いて欲しいと

いう願いをこめ、第5回開催時より愛称を「ティーダフラッグス」としております。 

太陽の下、たなびく三角旗は、若者の持つ情熱、力強さを表すとともに、参加者にとっては、

己の力量をためす一つの目標であり、競争であることを示しています。そして、設計競技に参加

するそれぞれが、これからの建築士人生のフラッグ(アイデンティティー)を発見して欲しいという

想いが込められています。 

２０１９ 
ティーダ フラッグス 

OKINAWA U-40 DESIGN COMPETITION 


